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本号で公布された条例のあらまし 

◇職員の育児休業等に関する条例等の一部改正（栃木県条例第25号） 

１ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業制度の拡充を図ること等のため、次の

条例について所要の改正をすることとしました。 

 ⑴ 職員の育児休業等に関する条例 

 ⑵ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 

 ⑶ 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和７（2025）年10月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第26号） 

１ 建築士事務所登録申請手数料の額を改定するため、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和７（2025）年８月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正（栃木県条

例第27号） 

１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正により、障害福祉サービスとし

て就労選択支援が創設されること等に伴い、次の条例について所要の改正をすることとしました。 

 ⑴ 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 ⑵ 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 ⑶ 栃木県障害者総合相談所条例 

２ この条例は、令和７（2025）年10月１日から施行することとしました。 

◇栃木県県民の森条例の一部改正（栃木県条例第28号） 

１ 栃木県県民の森のキャンプ施設の整備に伴い、当該施設の利用料金の基準額等について、所要の改正をす

ることとしました。 

２ この条例は、令和８（2026）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正（栃木県条例第29号） 

１ 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、選挙長等の報酬の額を次のとおり改

定するため、所要の改正をすることとしました。 

区          分 報   酬   額 

選挙長、選挙分会長及び審査分会長 日額   12,200円 

選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分会立会人 日額   10,100円 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正（栃木県条例第

30号） 

１ 公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラの作成等の公費負担に係る限度額を引き上げるた

め、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 
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本号で公布された条例のあらまし 

◇職員の育児休業等に関する条例等の一部改正（栃木県条例第25号） 

１ 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、部分休業制度の拡充を図ること等のため、次の

条例について所要の改正をすることとしました。 

 ⑴ 職員の育児休業等に関する条例 

 ⑵ 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 

 ⑶ 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和７（2025）年10月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第26号） 

１ 建築士事務所登録申請手数料の額を改定するため、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和７（2025）年８月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正（栃木県条

例第27号） 

１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正により、障害福祉サービスとし

て就労選択支援が創設されること等に伴い、次の条例について所要の改正をすることとしました。 

 ⑴ 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

 ⑵ 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 ⑶ 栃木県障害者総合相談所条例 

２ この条例は、令和７（2025）年10月１日から施行することとしました。 

◇栃木県県民の森条例の一部改正（栃木県条例第28号） 

１ 栃木県県民の森のキャンプ施設の整備に伴い、当該施設の利用料金の基準額等について、所要の改正をす

ることとしました。 

２ この条例は、令和８（2026）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県選挙管理委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正（栃木県条例第29号） 

１ 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、選挙長等の報酬の額を次のとおり改

定するため、所要の改正をすることとしました。 

区          分 報   酬   額 

選挙長、選挙分会長及び審査分会長 日額   12,200円 

選挙会及び選挙分会の選挙立会人並びに審査分会立会人 日額   10,100円 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県議会議員及び栃木県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正（栃木県条例第

30号） 

１ 公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラの作成等の公費負担に係る限度額を引き上げるた

め、所要の改正をすることとしました。 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 
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部

分
休

業
（

以
下

「
第

１
号

部
分

休
業

」
と

い
う

。
）

の
承

認

は
、

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

、
3
0
分

を
単

位
と

し
て

行
う

も

の
と

す
る
。

 

２
 

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
日

及
び

休
暇

に
関

す
る

条
例

第
1
3
条

の
特

別
休

暇
の

う
ち

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
又

は
同

条
例

第
1
4
条

の
２

の
介

護
時

間
の

承
認

を

受
け

て
勤

務
し

な
い

職
員

及
び

学
校

職
員

の
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に

関
す

（
部

分
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
職

員
）

 

第
2
5
条

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
１

項
の

条
例

で
定

め
る

職
員

は
、

次
に

掲
げ

る
職

員

と
す

る
。

 

 
(
1
)
 
略

 

(
2
)
a
勤

務
日

の
日

数
及

び
勤

務
日

ご
と

の
勤

務
時

間
を

考
慮

し
て

人
事

委
員

会
規

則

で
定

め
る

非
常

勤
職

員
以

外
の

非
常

勤
職

員
（

地
方

公
務

員
法

第
2
2
条

の
４

第
１

項
に

規
定

す
る

短
時

間
勤

務
の

職
を

占
め

る
職

員
（

以
下

「
短

時
間

勤
務

職
員

」

と
い

う
。

）
を

除
く

。
以

下
同

じ
。

）
 

 

（
部

分
休

業
の

承
認

）
 

第
2
6
条

 
部

分
休

業
の

承
認

は
、

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
日

及
び

休
暇

に
関

す
る

条
例

第
６

条
の

２
第

１
項

及
び

学
校

職
員

の
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に

関
す

る
条

例
第

６
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

正
規

の
勤

務
時

間
（

非
常

勤
職

員
（

短
時

間
勤

務
職

員
を

除
く

。
以

下
同

じ
。

）
に

あ
っ

て
は

、
当

該
非

常
勤

職
員

に
つ

い
て

定
め

ら
れ

た
勤

務
時

間
）

の
始

め
又

は
終

わ
り

に
お

い
て

、
3
0
分

を
単

位
と

し
て

行
う

も

の
と

す
る

。
 

２
 

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
日

及
び

休
暇

に
関

す
る

条
例

第
1
3
条

の
特

別
休

暇
の

う
ち

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
又

は
同

条
例

第
1
4
条

の
２

の
介

護
時

間
の

承
認

を

受
け

て
勤

務
し

な
い

職
員

及
び

学
校

職
員

の
勤

務
時

間
そ

の
他

の
勤

務
条

件
に

関
す

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

る
条

例
第
1
3
条
の

特
別

休
暇

の
う

ち
教

育
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

又
は

同
条

例

第
1
4
条

の
２

の
介

護
時

間
の

承
認

を
受

け
て

勤
務

し
な

い
職

員
に

対
す

る
第

１
号

部

分
休

業
の

承
認

に
つ

い
て

は
、

１
日

に
つ

き
２

時
間

か
ら

当
該

特
別

休
暇

又
は

当
該

介
護

時
間

（
以

下
「

特
別

休
暇

等
」

と
い

う
。

）
の

承
認

を
受

け
て

勤
務

し
な

い
時

間
を

減
じ
た

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
行

う
も

の
と

す
る

。
 

３
 

非
常

勤
職

員
に

対
す

る
第

１
号

部
分

休
業

の
承

認
に

つ
い

て
は

、
１

日
に

つ
き

、

当
該

非
常

勤
職

員
に

つ
い

て
１

日
に

つ
き

定
め

ら
れ

た
勤

務
時

間
か

ら
５

時
間

4
5
分

を
減

じ
た

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
（

当
該

非
常

勤
職

員
が

特
別

休
暇

等
に

相
当

す
る

休
暇

の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

非
常

勤
職

員
に

つ
い

て
１

日
に

つ
き

定
め

ら
れ

た
勤

務
時

間
か

ら
５

時
間

4
5
分

を
減

じ
た

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

か
つ

、
２

時
間

か
ら

当
該

休
暇

の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

時
間

を
減
じ

た
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

）
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

（
第

２
号
部

分
休

業
の

承
認

）
 

第
2
6
条

の
２

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
２

項
第

２
号

に
掲

げ
る

範
囲

内
で

請
求

す
る

同

条
第

１
項

に
規

定
す

る
部

分
休

業
（

以
下

「
第

２
号

部
分

休
業

」
と

い
う

。
）

の
承

認
は

、
１

時
間

を
単

位
と

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

時
間

数
の

第
２

号
部

分
休

業
を

承
認

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
(
1
)
a
１

回
の

勤
務

に
係

る
日

ご
と

の
勤

務
時

間
に

分
を

単
位

と
し

た
時

間
が

あ
る

場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

勤
務

時
間

の
全

て
に

つ
い

て
承

認
の

請
求

が
あ

っ
た

と
き

Ａ
 

当
該

勤
務

時
間

の
時

間
数

 

 
(
2
)
a
第

２
号

部
分

休
業

の
残

時
間

数
に

１
時

間
未

満
の

端
数

が
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
、

当
該

残
時

間
数

の
全

て
に

つ
い

て
承

認
の

請
求

が
あ

っ
た

と
き

Ａ
当

該
残

時

間
数

 

  
（

育
児
休

業
法

第
1
9
条

第
２

項
の

条
例

で
定

め
る

１
年

の
期

間
）

 

第
2
6
条

の
３

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
２

項
の

条
例

で
定

め
る

１
年

の
期

間
は

、
毎

年

４
月

１
日
か

ら
翌

年
３

月
3
1
日

ま
で

と
す

る
。

 

  
（

育
児

休
業

法
第

1
9
条

第
２

項
第

２
号

の
人

事
院

規
則

で
定

め
る

時
間

を
基

準
と

し

て
条

例
で
定

め
る

時
間

）
 

第
2
6
条

の
４

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
２

項
第

２
号

の
人

事
院

規
則

で
定

め
る

時
間

を

基
準

と
し

て
条

例
で

定
め

る
時

間
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
職

員
の

区
分

に
応

じ
、

る
条

例
第

1
3
条

の
特

別
休

暇
の

う
ち

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
も

の
又

は
同

条
例

第
1
4
条

の
２

の
介

護
時

間
の

承
認

を
受

け
て

勤
務

し
な

い
職

員
に

対
す

る
部

分
休

業

あ
あ

あ
の

承
認

に
つ

い
て

は
、

１
日

に
つ

き
２

時
間

か
ら

当
該

特
別

休
暇

又
は

当
該

介
護

時
間

（
以

下
「

特
別

休
暇

等
」

と
い

う
。

）
の

承
認

を
受

け
て

勤
務

し
な

い
時

間
を

減
じ

た
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
で

行
う

も
の

と
す

る
。

 

３
 

非
常

勤
職

員
に

対
す

る
部

分
休

業
あ

あ
あ

の
承

認
に

つ
い

て
は

、
１

日
に

つ
き

、

当
該

非
常

勤
職

員
に

つ
い

て
１

日
に

つ
き

定
め

ら
れ

た
勤

務
時

間
か

ら
５

時
間

4
5
分

を
減

じ
た

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
（

当
該

非
常

勤
職

員
が

特
別

休
暇

等
に

相
当

す
る

休
暇

の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

非
常

勤
職

員
に

つ
い

て
１

日
に

つ
き

定
め

ら
れ

た
勤

務
時

間
か

ら
５

時
間

4
5
分

を
減

じ
た

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
、

か
つ

、
２

時
間

か
ら

当
該

休
暇

の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

時
間

を
減

じ
た

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
）

行
う

も
の

と
す

る
。

 

                      

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
職
員

の
勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
２

条
 
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

当
該

各
号
に

定
め

る
時

間
と

す
る

。
 

 
(
1
)
a
非
常

勤
職

員
以

外
の

職
員

 
7
7
時

間
3
0
分

 

 
(
2
)
a
非

常
勤

職
員

 
当

該
非

常
勤

職
員

の
勤

務
日

１
日

当
た

り
の

勤
務

時
間

数
に

1
0

を
乗

じ
て

得
た

時
間

 

  
（

育
児
休

業
法

第
1
9
条

第
３

項
の

条
例

で
定

め
る

特
別

の
事

情
）

 

第
2
6
条

の
５

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
３

項
の

条
例

で
定

め
る

特
別

の
事

情
は

、
配

偶

者
が

負
傷

又
は

疾
病

に
よ

り
入

院
し

た
こ

と
、

配
偶

者
と

別
居

し
た

こ
と

そ
の

他
の

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
時

に
予

測
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

事
実

が
生

じ
た

こ
と

に
よ

り
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

変
更

（
以

下
「

第
３

項
変

更
」

と
い

う
。

）
を

し
な

け
れ

ば
同

項
の

職
員

の
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子
の

養
育

に
著
し

い
支

障
が

生
じ

る
と

任
命

権
者

が
認

め
る

事
情

と
す

る
。

 

 

（
部

分
休
業

に
係

る
給

与
の

減
額

）
 

第
2
7
条

 
職
員

が
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
１

項
に

規
定

す
る

部
分

休
業

の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合

に
は

、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
1
4
条

及
び

栃
木

県
公

立

学
校

職
員

給
与
条

例
第

1
0
条

の
規

定
に

か
か
わ

ら
ず

、
そ

の
勤

務
し

な
い

１
時

間
に

つ
き

、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
1
9
条

第
１

項
又

は
栃

木
県

公
立

学
校

職
員

給

与
条

例
第

1
1
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

（
地

方
公

務
員

法
第

2
2
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

会
計

年
度

任
用

職
員

に
あ

っ
て

は
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
額

）
を

減
額

し
て

給
与

を
支

給
す

る
。

 

 

（
部

分
休

業
の

承
認

の
取

消
事

由
）

 

第
2
8
条

 
育
児

休
業

法
第

1
9
条

第
６

項
に

お
い

て
準

用
す

る
育

児
休

業
法

第
５

条
第

２

項
の

条
例

で
定

め
る

事
由

は
、

職
員

が
第

３
項

変
更

を
し

た
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
こ

と
と

す
る

。
 

             

（
部

分
休

業
に

係
る

給
与

の
減

額
）

 

第
2
7
条

 
職

員
が

育
児

休
業

法
第

1
9
条

第
１

項
に

規
定

す
る

部
分

休
業

の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合

に
は

、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
1
4
条

及
び

栃
木

県
公

立

学
校

職
員

給
与

条
例

第
1
0
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

勤
務

し
な

い
１

時
間

に

つ
き

、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
1
9
条

第
１

項
又

は
栃

木
県

公
立

学
校

職
員

給

与
条

例
第

1
1
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

（
地

方
公

務
員

法
第

2
2
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

会
計

年
度

任
用

職
員

に
あ

っ
て

は
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
額

）
を

減
額

し
て

給
与

を
支

給
す

る
。

 

 

（
部

分
休

業
の

承
認

の
取

消
事

由
）

 

第
2
8
条

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
育

児
休

業
法

第
５

条
第

２

項
の

条
例

で
定

め
る

事
由

は
、

部
分

休
業

を
し

て
い

る
職

員
に

つ
い

て
当

該
部

分
休

業
に

係
る

子
以

外
の

子
に

係
る

育
児

休
業

、
育

児
短

時
間

勤
務

又
は

部
分

休
業

が
承

認
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

こ
と

と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

第
1
7
条

 
略

 
第

1
7
条

 
略
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（
職
員

の
勤

務
時

間
、

休
日

及
び

休
暇

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 
職

員
の

勤
務

時
間

、
休

日
及

び
休

暇
に

関
す

る
条

例
（

平
成

７
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

当
該

各
号
に

定
め

る
時

間
と

す
る

。
 

 
(
1
)
a
非
常

勤
職

員
以

外
の

職
員

 
7
7
時

間
3
0
分

 

 
(
2
)
a
非

常
勤

職
員

 
当

該
非

常
勤

職
員

の
勤

務
日

１
日

当
た

り
の

勤
務

時
間

数
に

1
0

を
乗

じ
て

得
た

時
間

 

  
（

育
児
休

業
法

第
1
9
条

第
３

項
の

条
例

で
定

め
る

特
別

の
事

情
）

 

第
2
6
条

の
５

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
３

項
の

条
例

で
定

め
る

特
別

の
事

情
は

、
配

偶

者
が

負
傷

又
は

疾
病

に
よ

り
入

院
し

た
こ

と
、

配
偶

者
と

別
居

し
た

こ
と

そ
の

他
の

同
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
時

に
予

測
す

る
こ

と
が

で
き

な
か

っ
た

事
実

が
生

じ
た

こ
と

に
よ

り
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

変
更

（
以

下
「

第
３

項
変

更
」

と
い

う
。

）
を

し
な

け
れ

ば
同

項
の

職
員

の
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子
の

養
育

に
著
し

い
支

障
が

生
じ

る
と

任
命

権
者

が
認

め
る

事
情

と
す

る
。

 

 

（
部

分
休
業

に
係

る
給

与
の

減
額

）
 

第
2
7
条

 
職
員

が
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
１

項
に

規
定

す
る

部
分

休
業

の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合

に
は

、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
1
4
条

及
び

栃
木

県
公

立

学
校

職
員

給
与
条

例
第

1
0
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

勤
務

し
な

い
１

時
間

に

つ
き

、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
1
9
条

第
１

項
又

は
栃

木
県

公
立

学
校

職
員

給

与
条

例
第
1
1
条
の

５
第

１
項

に
規

定
す

る
勤

務
１

時
間

当
た

り
の

給
与

額
（

地
方

公

務
員

法
第
2
2
条
の

２
第

１
項

に
規

定
す

る
会

計
年

度
任

用
職

員
に

あ
っ

て
は

、
人

事

委
員

会
規
則

で
定

め
る

額
）

を
減

額
し

て
給

与
を

支
給

す
る

。
 

 

（
部

分
休
業

の
承

認
の

取
消

事
由

）
 

第
2
8
条

 
育
児

休
業

法
第

1
9
条

第
６

項
に

お
い

て
準

用
す

る
育

児
休

業
法

第
５

条
第

２

項
の

条
例

で
定

め
る

事
由

は
、

職
員

が
第

３
項

変
更

を
し

た
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
こ

と
と

す
る

。
 

             

（
部

分
休

業
に

係
る

給
与

の
減

額
）

 

第
2
7
条

 
職

員
が

育
児

休
業

法
第

1
9
条

第
１

項
に

規
定

す
る

部
分

休
業

の
承

認
を

受
け

て
勤

務
し

な
い

場
合

に
は

、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
1
4
条

及
び

栃
木

県
公

立

学
校

職
員

給
与

条
例

第
1
0
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

そ
の

勤
務

し
な

い
１

時
間

に

つ
き

、
職

員
の

給
与

に
関

す
る

条
例

第
1
9
条

第
１

項
又

は
栃

木
県

公
立

学
校

職
員

給

与
条

例
第

1
1
条

の
５

第
１

項
に

規
定

す
る

勤
務

１
時

間
当

た
り

の
給

与
額

（
地

方
公

務
員

法
第

2
2
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

会
計

年
度

任
用

職
員

に
あ

っ
て

は
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
額

）
を

減
額

し
て

給
与

を
支

給
す

る
。

 

 

（
部

分
休

業
の

承
認

の
取

消
事

由
）

 

第
2
8
条

 
育

児
休

業
法

第
1
9
条

第
３

項
に

お
い

て
準

用
す

る
育

児
休

業
法

第
５

条
第

２

項
の

条
例

で
定

め
る

事
由

は
、

部
分

休
業

を
し

て
い

る
職

員
に

つ
い

て
当

該
部

分
休

業
に

係
る

子
以

外
の

子
に

係
る

育
児

休
業

、
育

児
短

時
間

勤
務

又
は

部
分

休
業

が
承

認
さ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

こ
と

と
す

る
。

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

第
1
7
条

 
略

 
第

1
7
条

 
略

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

（
妊

娠
、
出

産
等

に
つ

い
て

の
申

出
を

し
た

職
員

等
に

対
す

る
意

向
確

認
等

）
 

第
1
7
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

４
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
第

2
9
条

第
１

項
の

措
置

を
講

ず
る

に
当

た
っ

て
は

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

し
た

職
員

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
申

出
職

員
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
a
申

出
職

員
の

仕
事

と
育

児
と

の
両

立
に

資
す

る
制

度
又

は
措

置
（

次
号

に
お

い

て
「

出
生

時
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
た

め

の
措

置
 

(
2
)
a
出
生

時
両

立
支

援
制

度
等

の
請

求
、

申
告

又
は

申
出

（
以

下
「

請
求

等
」

と
い

う
。

）
に

係
る

申
出

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

 
(
3
)
a
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
第

2
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
に

係

る
子

の
心

身
の

状
況

又
は

育
児

に
関

す
る

申
出

職
員

の
家

庭
の

状
況

に
起

因
し

て

当
該

子
の

出
生

の
日

以
後

に
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
職

業

生
活

と
家

庭
生

活
と

の
両

立
の

支
障

と
な

る
事

情
の

改
善

に
資

す
る

事
項

に
係

る

申
出

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

２
 

任
命

権
者

は
、

３
歳

に
満

た
な

い
子

を
養

育
す

る
職

員
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て

「
対

象
職

員
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
期

間
内

に
、

次
に

掲
げ
る

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
a
対

象
職

員
の

仕
事

と
育

児
と

の
両

立
に

資
す

る
制

度
又

は
措

置
（

次
号

に
お

い

て
「

育
児

期
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
た

め

の
措

置
 

 
(
2
)
a
育

児
期

両
立

支
援

制
度

等
の

請
求

等
に

係
る

対
象

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た

め
の

措
置

 

 
(
3
)
a
対

象
職

員
の

３
歳

に
満

た
な

い
子

の
心

身
の

状
況

又
は

育
児

に
関

す
る

対
象

職

員
の

家
庭

の
状

況
に

起
因

し
て

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

職

業
生

活
と

家
庭

生
活

の
両

立
の

支
障

と
な

る
事

情
の

改
善

に
資

す
る

事
項

に
係

る

対
象

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

３
 

任
命

権
者

は
、

第
１

項
第

３
号

又
は

前
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
意

向
を

確
認

し

た
事

項
の
取

扱
い

に
当

た
っ

て
は

、
当

該
意

向
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

（
配

偶
者

等
が

介
護

を
必

要
と

す
る

状
況

に
至

っ
た

職
員

等
に

対
す

る
意

向
確

認

等
）

 

第
1
7
条

の
３
 

任
命

権
者

は
、

職
員

が
当

該
任

命
権

者
に

対
し

、
当

該
職

員
の

配
偶

者

                               

（
配

偶
者

等
が

介
護

を
必

要
と

す
る

状
況

に
至

っ
た

職
員

に
対

す
る

意
向

確
認

等
）

 

 

第
1
7
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
職

員
が

当
該

任
命

権
者

に
対

し
、

当
該

職
員

の
配

偶
者
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（
妊

娠
、
出

産
等

に
つ

い
て

の
申

出
を

し
た

職
員

等
に

対
す

る
意

向
確

認
等

）
 

第
1
7
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

４
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
第

2
9
条

第
１

項
の

措
置

を
講

ず
る

に
当

た
っ

て
は

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

し
た

職
員

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
申

出
職

員
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
a
申

出
職

員
の

仕
事

と
育

児
と

の
両

立
に

資
す

る
制

度
又

は
措

置
（

次
号

に
お

い

て
「

出
生

時
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
た

め

の
措

置
 

(
2
)
a
出
生

時
両

立
支

援
制

度
等

の
請

求
、

申
告

又
は

申
出

（
以

下
「

請
求

等
」

と
い

う
。

）
に

係
る

申
出

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

 
(
3
)
a
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
第

2
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
に

係

る
子

の
心

身
の

状
況

又
は

育
児

に
関

す
る

申
出

職
員

の
家

庭
の

状
況

に
起

因
し

て

当
該

子
の

出
生

の
日

以
後

に
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
職

業

生
活

と
家

庭
生

活
と

の
両

立
の

支
障

と
な

る
事

情
の

改
善

に
資

す
る

事
項

に
係

る

申
出

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

２
 

任
命

権
者

は
、

３
歳

に
満

た
な

い
子

を
養

育
す

る
職

員
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て

「
対

象
職

員
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
、

人
事

委
員

会
規

則
で

定
め

る
期

間
内

に
、

次
に

掲
げ
る

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
a
対

象
職

員
の

仕
事

と
育

児
と

の
両

立
に

資
す

る
制

度
又

は
措

置
（

次
号

に
お

い

て
「

育
児

期
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
た

め

の
措

置
 

 
(
2
)
a
育

児
期

両
立

支
援

制
度

等
の

請
求

等
に

係
る

対
象

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た

め
の

措
置

 

 
(
3
)
a
対

象
職

員
の

３
歳

に
満

た
な

い
子

の
心

身
の

状
況

又
は

育
児

に
関

す
る

対
象

職

員
の

家
庭

の
状

況
に

起
因

し
て

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

職

業
生

活
と

家
庭

生
活

の
両

立
の

支
障

と
な

る
事

情
の

改
善

に
資

す
る

事
項

に
係

る

対
象

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

３
 

任
命

権
者

は
、

第
１

項
第

３
号

又
は

前
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
意

向
を

確
認

し

た
事

項
の
取

扱
い

に
当

た
っ

て
は

、
当

該
意

向
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

（
配

偶
者

等
が

介
護

を
必

要
と

す
る

状
況

に
至

っ
た

職
員

等
に

対
す

る
意

向
確

認

等
）

 

第
1
7
条

の
３
 

任
命

権
者

は
、

職
員

が
当

該
任

命
権

者
に

対
し

、
当

該
職

員
の

配
偶

者

                               

（
配

偶
者

等
が

介
護

を
必

要
と

す
る

状
況

に
至

っ
た

職
員

に
対

す
る

意
向

確
認

等
）

 

 

第
1
7
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
職

員
が

当
該

任
命

権
者

に
対

し
、

当
該

職
員

の
配

偶
者

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

（
学
校

職
員
の

勤
務

時
間

そ
の

他
の

勤
務

条
件

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３

条
 
学

校
職

員
の

勤
務

時
間

そ
の

他
の

勤
務

条
件

に
関

す
る

条
例

（
平

成
７

年
栃

木
県

条
例

第
５

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

等
が

当
該

職
員

の
介

護
を

必
要

と
す

る
状

況
に

至
っ

た
こ

と
を

申
し

出
た

と
き

は
、

当
該

職
員

に
対

し
て

、
仕

事
と

介
護

と
の

両
立

に
資

す
る

制
度

又
は

措
置

（
以

下

「
介

護
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
と

と
も

に
、

介
護

両
立

支
援

制
度

等
の

請
求

等
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

に
係

る
当

該
職

員
の

意
向

を
確

認
す

る
た

め
の

面
談

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

略
 

 第
1
7
条

の
４

 
略

 

等
が

当
該

職
員

の
介

護
を

必
要

と
す

る
状

況
に

至
っ

た
こ

と
を

申
し

出
た

と
き

は
、

当
該

職
員

に
対

し
て

、
仕

事
と

介
護

と
の

両
立

に
資

す
る

制
度

又
は

措
置

（
以

下

「
介

護
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
と

と
も

に
、

介
護

両
立

支
援

制
度

等
の

申
告

、
請

求
又

は
申

出
（

以
下

「
請

求
等

」
と

い
う

。
）

に
係

る
当

該
職

員
の

意
向

を
確

認
す

る
た

め
の

面
談

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

略
 

 第
1
7
条

の
３

 
略

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

第
1
6
条

 
略

 

 

（
妊

娠
、

出
産

等
に

つ
い

て
の

申
出

を
し

た
職

員
等

に
対

す
る

意
向

確
認

等
）

 

第
1
6
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

４
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
第

2
9
条

第
１

項
の

措
置

を
講

ず
る

に
当

た
っ

て
は

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

し
た

職
員

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
申

出
職

員
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
a
申

出
職

員
の

仕
事

と
育

児
と

の
両

立
に

資
す

る
制

度
又

は
措

置
（

次
号

に
お

い

て
「

出
生

時
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
た

め

の
措

置
 

(
2
)
a
出
生

時
両

立
支

援
制

度
等

の
請

求
、

申
告

又
は

申
出

（
以

下
「

請
求

等
」

と
い

う
。

）
に

係
る

申
出

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

 
(
3
)
a
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
第

2
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
に

係

る
子

の
心

身
の

状
況

又
は

育
児

に
関

す
る

申
出

職
員

の
家

庭
の

状
況

に
起

因
し

て

当
該

子
の

出
生

の
日

以
後

に
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
職

業

生
活

と
家

庭
生

活
と

の
両

立
の

支
障

と
な

る
事

情
の

改
善

に
資

す
る

事
項

に
係

る

申
出

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

２
 

任
命

権
者

は
、

３
歳

に
満

た
な

い
子

を
養

育
す

る
職

員
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て

「
対

象
職

員
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
、

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
期

間
内

に
、

第
1
6
条

 
略
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（
学
校

職
員
の

勤
務

時
間

そ
の

他
の

勤
務

条
件

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３

条
 
学

校
職

員
の

勤
務

時
間

そ
の

他
の

勤
務

条
件

に
関

す
る

条
例

（
平

成
７

年
栃

木
県

条
例

第
５

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

 
次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す
る

。
 

等
が

当
該

職
員

の
介

護
を

必
要

と
す

る
状

況
に

至
っ

た
こ

と
を

申
し

出
た

と
き

は
、

当
該

職
員

に
対

し
て

、
仕

事
と

介
護

と
の

両
立

に
資

す
る

制
度

又
は

措
置

（
以

下

「
介

護
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
と

と
も

に
、

介
護

両
立

支
援

制
度

等
の

請
求

等
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

に
係

る
当

該
職

員
の

意
向

を
確

認
す

る
た

め
の

面
談

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

略
 

 第
1
7
条

の
４

 
略

 

等
が

当
該

職
員

の
介

護
を

必
要

と
す

る
状

況
に

至
っ

た
こ

と
を

申
し

出
た

と
き

は
、

当
該

職
員

に
対

し
て

、
仕

事
と

介
護

と
の

両
立

に
資

す
る

制
度

又
は

措
置

（
以

下

「
介

護
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
と

と
も

に
、

介
護

両
立

支
援

制
度

等
の

申
告

、
請

求
又

は
申

出
（

以
下

「
請

求
等

」
と

い
う

。
）

に
係

る
当

該
職

員
の

意
向

を
確

認
す

る
た

め
の

面
談

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

略
 

 第
1
7
条

の
３

 
略

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

第
1
6
条

 
略

 

 

（
妊

娠
、
出

産
等

に
つ

い
て

の
申

出
を

し
た

職
員

等
に

対
す

る
意

向
確

認
等

）
 

第
1
6
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

４
年

栃
木

県
条

例
第

２
号

）
第

2
9
条

第
１

項
の

措
置

を
講

ず
る

に
当

た
っ

て
は

、
同

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
を

し
た

職
員

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
申

出
職

員
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
a
申

出
職

員
の

仕
事

と
育

児
と

の
両

立
に

資
す

る
制

度
又

は
措

置
（

次
号

に
お

い

て
「

出
生

時
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
た

め

の
措

置
 

(
2
)
a
出
生

時
両

立
支

援
制

度
等

の
請

求
、

申
告

又
は

申
出

（
以

下
「

請
求

等
」

と
い

う
。

）
に

係
る

申
出

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

 
(
3
)
a
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
第

2
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
申

出
に

係

る
子

の
心

身
の

状
況

又
は

育
児

に
関

す
る

申
出

職
員

の
家

庭
の

状
況

に
起

因
し

て

当
該

子
の

出
生

の
日

以
後

に
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

る
職

業

生
活

と
家

庭
生

活
と

の
両

立
の

支
障

と
な

る
事

情
の

改
善

に
資

す
る

事
項

に
係

る

申
出

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

２
 

任
命

権
者

は
、

３
歳

に
満

た
な

い
子

を
養

育
す

る
職

員
（

以
下

こ
の

項
に

お
い

て

「
対

象
職

員
」

と
い

う
。

）
に

対
し

て
、

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
期

間
内

に
、

第
1
6
条

 
略

 

                  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

１
 

こ
の
条

例
は

、
令

和
７

年
1
0
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
1
1
0
号

）
第

1
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

同
条

第
２

項
第

２
号

に
掲

げ
る

範
囲

内
に

お
い

て
、

こ
の

条
 

例
の

施
行
の

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

部
分

休
業

の
承

認
の

請
求

を
す

る
場

合
に

お
け

る
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
育

児
休

業
等

に
関

 

す
る

条
例
第

2
6
条

の
４

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
１

号
中

「
7
7
時

間
3
0
分

」
と

あ
る

の
は

「
3
8
時

間
4
5
分

」
と

、
同

条
第

２
号

中
「

1
0
」

と
あ

る
の

は
「

５
」

と
 

す
る

。
 

（
人

事
課

）
 

 

次
に

掲
げ
る

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
a
対

象
職

員
の

仕
事

と
育

児
と

の
両

立
に

資
す

る
制

度
又

は
措

置
（

次
号

に
お

い

て
「

育
児

期
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
た

め

の
措

置
 

 
(
2
)
a
育

児
期

両
立

支
援

制
度

等
の

請
求

等
に

係
る

対
象

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た

め
の

措
置

 

 
(
3
)
a
対

象
職

員
の

３
歳

に
満

た
な

い
子

の
心

身
の

状
況

又
は

育
児

に
関

す
る

対
象

職

員
の

家
庭

の
状

況
に

起
因

し
て

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

職

業
生

活
と

家
庭

生
活

の
両

立
の

支
障

と
な

る
事

情
の

改
善

に
資

す
る

事
項

に
係

る

対
象

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

３
 

任
命

権
者

は
、

第
１

項
第

３
号

又
は

前
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
意

向
を

確
認

し

た
事

項
の
取

扱
い

に
当

た
っ

て
は

、
当

該
意

向
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

（
配

偶
者

等
が

介
護

を
必

要
と

す
る

状
況

に
至

っ
た

職
員

等
に

対
す

る
意

向
確

認

等
）

 

第
1
6
条

の
３
 

任
命

権
者

は
、

職
員

が
当

該
任

命
権

者
に

対
し

、
当

該
職

員
の

配
偶

者

等
が

当
該

職
員

の
介

護
を

必
要

と
す

る
状

況
に

至
っ

た
こ

と
を

申
し

出
た

と
き

は
、

当
該

職
員

に
対

し
て

、
仕

事
と

介
護

と
の

両
立

に
資

す
る

制
度

又
は

措
置

（
以

下

「
介

護
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
と

と
も

に
、

介
護

両
立

支
援

制
度

等
の

請
求

等
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

に
係

る
当

該
職

員
の

意
向

を
確

認
す

る
た

め
の

面
談

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

略
 

 第
1
6
条

の
４

 
略

 

             

（
配

偶
者

等
が

介
護

を
必

要
と

す
る

状
況

に
至

っ
た

職
員

に
対

す
る

意
向

確
認

等
）

 

 

第
1
6
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
職

員
が

当
該

任
命

権
者

に
対

し
、

当
該

職
員

の
配

偶
者

等
が

当
該

職
員

の
介

護
を

必
要

と
す

る
状

況
に

至
っ

た
こ

と
を

申
し

出
た

と
き

は
、

当
該

職
員

に
対

し
て

、
仕

事
と

介
護

と
の

両
立

に
資

す
る

制
度

又
は

措
置

（
以

下

「
介

護
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
と

と
も

に
、

介
護

両
立

支
援

制
度

等
の

申
告

、
請

求
又

は
申

出
（

以
下

「
請

求
等

」
と

い
う

。
）

に
係

る
当

該
職

員
の

意
向

を
確

認
す

る
た

め
の

面
談

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

略
 

 第
1
6
条

の
３

 
略

 

 



（8） 号外第30号令和７（2025）年６月19日　木曜日 栃 木 県 公 報

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
附

 
則

 

１
 

こ
の
条

例
は

、
令

和
７

年
1
0
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

地
方

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

３
年

法
律

第
1
1
0
号

）
第

1
9
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

同
条

第
２

項
第

２
号

に
掲

げ
る

範
囲

内
に

お
い

て
、

こ
の

条
 

例
の

施
行
の

日
か

ら
令

和
８

年
３

月
3
1
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

部
分

休
業

の
承

認
の

請
求

を
す

る
場

合
に

お
け

る
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

改
正

後
の

職
員

の
育

児
休

業
等

に
関

 

す
る

条
例
第

2
6
条

の
４

の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
１

号
中

「
7
7
時

間
3
0
分

」
と

あ
る

の
は

「
3
8
時

間
4
5
分

」
と

、
同

条
第

２
号

中
「

1
0
」

と
あ

る
の

は
「

５
」

と
 

す
る

。
 

（
人

事
課

）
 

 

次
に

掲
げ
る

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
(
1
)
a
対

象
職

員
の

仕
事

と
育

児
と

の
両

立
に

資
す

る
制

度
又

は
措

置
（

次
号

に
お

い

て
「

育
児

期
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
た

め

の
措

置
 

 
(
2
)
a
育

児
期

両
立

支
援

制
度

等
の

請
求

等
に

係
る

対
象

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た

め
の

措
置

 

 
(
3
)
a
対

象
職

員
の

３
歳

に
満

た
な

い
子

の
心

身
の

状
況

又
は

育
児

に
関

す
る

対
象

職

員
の

家
庭

の
状

況
に

起
因

し
て

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

職

業
生

活
と

家
庭

生
活

の
両

立
の

支
障

と
な

る
事

情
の

改
善

に
資

す
る

事
項

に
係

る

対
象

職
員

の
意

向
を

確
認

す
る

た
め

の
措

置
 

３
 

任
命

権
者

は
、

第
１

項
第

３
号

又
は

前
項

第
３

号
の

規
定

に
よ

り
意

向
を

確
認

し

た
事

項
の
取

扱
い

に
当

た
っ

て
は

、
当

該
意

向
に

配
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 

（
配

偶
者

等
が

介
護

を
必

要
と

す
る

状
況

に
至

っ
た

職
員

等
に

対
す

る
意

向
確

認

等
）

 

第
1
6
条

の
３
 

任
命

権
者

は
、

職
員

が
当

該
任

命
権

者
に

対
し

、
当

該
職

員
の

配
偶

者

等
が

当
該

職
員

の
介

護
を

必
要

と
す

る
状

況
に

至
っ

た
こ

と
を

申
し

出
た

と
き

は
、

当
該

職
員

に
対

し
て

、
仕

事
と

介
護

と
の

両
立

に
資

す
る

制
度

又
は

措
置

（
以

下

「
介

護
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
と

と
も

に
、

介
護

両
立

支
援

制
度

等
の

請
求

等
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

あ
あ

に
係

る
当

該
職

員
の

意
向

を
確

認
す

る
た

め
の

面
談

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
 

２
 

略
 

 第
1
6
条

の
４

 
略

 

             

（
配

偶
者

等
が

介
護

を
必

要
と

す
る

状
況

に
至

っ
た

職
員

に
対

す
る

意
向

確
認

等
）

 

 

第
1
6
条

の
２

 
任

命
権

者
は

、
職

員
が

当
該

任
命

権
者

に
対

し
、

当
該

職
員

の
配

偶
者

等
が

当
該

職
員

の
介

護
を

必
要

と
す

る
状

況
に

至
っ

た
こ

と
を

申
し

出
た

と
き

は
、

当
該

職
員

に
対

し
て

、
仕

事
と

介
護

と
の

両
立

に
資

す
る

制
度

又
は

措
置

（
以

下

「
介

護
両

立
支

援
制

度
等

」
と

い
う

。
）

そ
の

他
の

事
項

を
知

ら
せ

る
と

と
も

に
、

介
護

両
立

支
援

制
度

等
の

申
告

、
請

求
又

は
申

出
（

以
下

「
請

求
等

」
と

い
う

。
）

に
係

る
当

該
職

員
の

意
向

を
確

認
す

る
た

め
の

面
談

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 

略
 

 第
1
6
条

の
３

 
略

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
栃

木
県
条

例
第

2
6
号

 

 
 

 
 
栃

木
県

手
数

料
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

 
 

栃
木
県

手
数

料
条

例
（

昭
和

3
1
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
 
附

 
則

 

１
 

こ
の
条

例
は

、
令

和
７

年
８

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

こ
の
条

例
の

施
行

の
日

前
に

申
請

が
な

さ
れ

て
い

る
事

務
に

係
る

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

（
文

書
学

事
課

）
 

 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表

第
１
（

第
２

条
、

第
３

条
、

第
５

条
関

係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
6
3
a
略

 

4
6
4
a
建

築
士

法
第

2
3
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

士
事

務
所

の
登

録
の

申
請
に

対
す

る
審

査
 

１
 

一
級

建
築

士
事

務
所

の
登

録
の

申

請
に

係
る

審
査

 
2
2
,
0
0
0
円

 

２
 

二
級

建
築

士
事

務
所

又
は

木
造

建

築
士

事
務

所
の

登
録

の
申

請
に

係
る

審
査

 
2
0
,
0
0
0
円

 

4
6
4
の
２

～
5
1
7
 

略
 

備
考

 
略

 

別
表

第
１
（

第
２

条
、

第
３

条
、

第
５

条
関

係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
6
3
a
略

 

4
6
4
a
建

築
士

法
第

2
3
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

士
事

務
所

の
登

録
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

１
 

一
級

建
築

士
事

務
所

の
登

録
の

申

請
に

係
る

審
査

 
1
6
,
0
0
0
円

 

２
 

二
級

建
築

士
事

務
所

又
は

木
造

建

築
士

事
務

所
の

登
録

の
申

請
に

係
る

審
査

 
1
1
,
0
0
0
円

 

4
6
4
の

２
～

5
1
7
 

略
 

備
考

 
略
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栃

木
県
条

例
第

2
7
号

 

 
 

 
 
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
等

を
定

め
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

 
 

（
指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
等

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

等
を

定
め

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
１

条
 

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
等

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

等
を

定
め

る
条

例
（

令
和

３
年

栃
木

県
条

例
第

2
8
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す

る
。

 

 
 

 
次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

（
障

害
福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

 
第

２
条
 

障
害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

を
定

め
る

条
例

（
令

和
３

年
栃

木
県

条
例

第
3
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
非

常
災
害

対
策

）
 

第
５

条
 

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

（
療

養
介

護
、

生
活

介
護

、
短

期
入

所
、

自
立

訓

練
、

就
労

選
択

支
援

、
就

労
移

行
支

援
、

就
労

継
続

支
援

又
は

共
同

生
活

援
助

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

の
事

業
を

行
う

者
又

は
省

令
第

2
0
3
条

第
１

項
に

規
定

す
る

基

準
該

当
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
事

業
者

若
し

く
は

省
令

第
2
1
9
条

に
規

定
す

る
特

定
基

準
該

当
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

（
以

下
「

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
事

業

者
」

と
い

う
。

）
は

、
震

災
、

風
水

害
、

火
災

そ
の

他
の

非
常

災
害

（
以

下
「

非
常

災
害

」
と

い
う

。
）

に
備

え
る

た
め

、
消

火
設

備
そ

の
他

の
非

常
災

害
に

際
し

て
必

要
な

設
備

を
設

け
る

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
周

辺
の

地
域

の
環

境
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
障

害
者

及
び

障
害

児
（

以
下

「
利

用
者

」
と

い
う

。
）

の
特

性
等

を
踏

ま
え

て
、

非
常

災
害

の
発

生
時

に
お

け
る

利
用

者
の

安
全

の
確

保
の

た
め

の
対

策
を

具
体

的
に

定
め

た
計

画
（

以
下

「
計

画
」

と
い

う
。

）
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

２
～

４
 
略

 

（
非

常
災

害
対

策
）

 

第
５

条
 

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

（
療

養
介

護
、

生
活

介
護

、
短

期
入

所
、

自
立

訓

練
、

就
労

選
択

支
援

、
就

労
移

行
支

援
、

就
労

継
続

支
援

又
は

共
同

生
活

援
助

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）

の
事

業
を

行
う

者
又

は
省

令
第

2
0
3
条

第
１

項
に

規
定

す
る

基

準
該

当
就

労
継

続
支

援
Ｂ

型
事

業
者

若
し

く
は

省
令

第
2
1
9
条

に
規

定
す

る
特

定
基

準
該

当
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

（
以

下
「

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
事

業

者
」

と
い

う
。

）
は

、
震

災
、

風
水

害
、

火
災

そ
の

他
の

非
常

災
害

（
以

下
「

非
常

災
害

」
と

い
う

。
）

に
備

え
る

た
め

、
消

火
設

備
そ

の
他

の
非

常
災

害
に

際
し

て
必

要
な

設
備

を
設

け
る

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
周

辺
の

地
域

の
環

境
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
す

る
障

害
者

及
び

障
害

児
（

以
下

「
利

用
者

」
と

い
う

。
）

の
特

性
等

を
踏

ま
え

て
、

非
常

災
害

の
発

生
時

に
お

け
る

利
用

者
の

安
全

の
確

保
の

た
め

の
対

策
を

具
体

的
に

定
め

た
計

画
（

以
下

「
計

画
」

と
い

う
。

）
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
～

４
 

略
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
栃

木
県
障

害
者

総
合

相
談

所
条

例
の

一
部

改
正

）
 

 
第

３
条
 

栃
木
県

障
害

者
総

合
相

談
所

条
例

（
平

成
3
0
年

栃
木

県
条

例
第

６
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和

７
年

1
0
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（
障

害
福

祉
課

）
 

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
非

常
災
害

対
策

）
 

第
４

条
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

（
療

養
介

護
、

生
活

介
護

、
自

立
訓

練
、

就
労

選
択

支

援
、

就
労

移
行

支
援

又
は

就
労

継
続

支
援

に
限

る
。

）
の

事
業

を
行

う
者

（
以

下

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

」
と

い
う

。
）

は
、

震
災

、
風

水
害

、
火

災
そ

の
他

の
非

常
災

害
（

以
下

「
非

常
災

害
」

と
い

う
。

）
に

備
え

る
た

め
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

周
辺

の
地

域
の

環
境

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

障
害

者
（

以
下

「
利

用

者
」

と
い

う
。

）
の

特
性

等
を

踏
ま

え
て

、
非

常
災

害
の

発
生

時
に

お
け

る
利

用
者

の
安

全
の

確
保

の
た

め
の

対
策

を
具

体
的

に
定

め
た

計
画

（
以

下
「

計
画

」
と

い

う
。

）
を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
～

４
 
略

 

（
非

常
災

害
対

策
）

 

第
４

条
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

（
療

養
介

護
、

生
活

介
護

、
自

立
訓

練
、

就
労

選
択

支

援
、

就
労

移
行

支
援

又
は

就
労

継
続

支
援

に
限

る
。

）
の

事
業

を
行

う
者

（
以

下

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

」
と

い
う

。
）

は
、

震
災

、
風

水
害

、
火

災
そ

の
他

の
非

常
災

害
（

以
下

「
非

常
災

害
」

と
い

う
。

）
に

備
え

る
た

め
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

周
辺

の
地

域
の

環
境

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

障
害

者
（

以
下

「
利

用

者
」

と
い

う
。

）
の

特
性

等
を

踏
ま

え
て

、
非

常
災

害
の

発
生

時
に

お
け

る
利

用
者

の
安

全
の

確
保

の
た

め
の

対
策

を
具

体
的

に
定

め
た

計
画

（
以

下
「

計
画

」
と

い

う
。

）
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
～

４
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
業

務
）

 

第
２

条
 
相

談
所

は
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行
う

。
 

(
1
)
a
身
体

障
害

者
福

祉
法

に
基

づ
く

市
町

村
の

援
護

の
実

施
に

関
し

、
市

町
村

相
互

間
の

連
絡

調
整

、
市

町
村

に
対

す
る

情
報

の
提

供
そ

の
他

必
要

な
援

助
を

行
う

こ

と
及

び
こ

れ
ら

に
付

随
す

る
業

務
を

行
う

こ
と

（
同

法
第

1
8
条

第
２

項
の

措
置

に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
並

び
に

同
法

第
４

条
に

規
定

す
る

身
体

障
害

者
（

以
下

「
身

体
障

害
者

」
と

い
う

。
）

に
関

す
る

相
談

及
び

指
導

の
う

ち
専

門
的

な
知

識

及
び

技
術

を
必

要
と

す
る

も
の

を
行

う
こ

と
、

身
体

障
害

者
の

医
学

的
、

心
理

学

的
及

び
職

能
的

判
定

を
行

う
こ

と
並

び
に

必
要

に
応

じ
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成
1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

）
第

５
条

第
2
6
項

に
規

定
す

る
補

装
具

の
処

方
及

び
適

合
判

定
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
～
(
4
)
 

略
 

（
業

務
）

 

第
２

条
 

相
談

所
は

、
次
に

掲
げ

る
業

務
を

行
う

。
 

(
1
)
a
身

体
障

害
者

福
祉

法
に

基
づ

く
市

町
村

の
援

護
の

実
施

に
関

し
、

市
町

村
相

互

間
の

連
絡

調
整

、
市

町
村

に
対

す
る

情
報

の
提

供
そ

の
他

必
要

な
援

助
を

行
う

こ

と
及

び
こ

れ
ら

に
付

随
す

る
業

務
を

行
う

こ
と

（
同

法
第

1
8
条

第
２

項
の

措
置

に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
並

び
に

同
法

第
４

条
に

規
定

す
る

身
体

障
害

者
（

以
下

「
身

体
障

害
者

」
と

い
う

。
）

に
関

す
る

相
談

及
び

指
導

の
う

ち
専

門
的

な
知

識

及
び

技
術

を
必

要
と

す
る

も
の

を
行

う
こ

と
、

身
体

障
害

者
の

医
学

的
、

心
理

学

的
及

び
職

能
的

判
定

を
行

う
こ

と
並

び
に

必
要

に
応

じ
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成
1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

）
第

５
条

第
2
5
項

に
規

定
す

る
補

装
具

の
処

方
及

び
適

合
判

定
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
～

(
4
)
 

略
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
栃

木
県
条

例
第

2
6
号

 

 
 

 
 
栃

木
県

手
数

料
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

 
 

栃
木
県

手
数

料
条

例
（

昭
和

3
1
年

栃
木

県
条

例
第

１
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
 
附

 
則

 

１
 

こ
の
条

例
は

、
令

和
７

年
８

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

２
 

こ
の
条

例
の

施
行

の
日

前
に

申
請

が
な

さ
れ

て
い

る
事

務
に

係
る

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

（
文

書
学

事
課

）
 

 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

別
表

第
１
（

第
２
条

、
第

３
条

、
第

５
条

関
係

）
 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
6
3
a
略

 

4
6
4
a
建

築
士

法
第

2
3
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

士
事

務
所

の
登

録
の

申
請
に

対
す

る
審

査
 

１
 

一
級

建
築

士
事

務
所

の
登

録
の

申

請
に

係
る

審
査

 
2
2
,
0
0
0
円

 

２
 

二
級

建
築

士
事

務
所

又
は

木
造

建

築
士

事
務

所
の

登
録

の
申

請
に

係
る

審
査

 
2
0
,
0
0
0
円

 

4
6
4
の
２

～
5
1
7
 

略
 

備
考

 
略

 

別
表

第
１
（

第
２

条
、

第
３

条
、

第
５

条
関

係
）

 

？
事

務
？

 
？

金
額

？
 

１
～

4
6
3
a
略

 

4
6
4
a
建

築
士

法
第

2
3
条

の
３

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

士
事

務
所

の
登

録
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

１
 

一
級

建
築

士
事

務
所

の
登

録
の

申

請
に

係
る

審
査

 
1
6
,
0
0
0
円

 

２
 

二
級

建
築

士
事

務
所

又
は

木
造

建

築
士

事
務

所
の

登
録

の
申

請
に

係
る

審
査

 
1
1
,
0
0
0
円

 

4
6
4
の

２
～

5
1
7
 

略
 

備
考

 
略
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（
栃

木
県
障

害
者

総
合

相
談

所
条

例
の

一
部

改
正

）
 

 
第

３
条
 

栃
木
県

障
害

者
総

合
相

談
所

条
例

（
平

成
3
0
年

栃
木

県
条

例
第

６
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る
。

 

 
 

 
次
の

表
の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 

こ
の
条

例
は
、

令
和

７
年

1
0
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

（
障

害
福

祉
課

）
 

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
非

常
災
害

対
策

）
 

第
４

条
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

（
療

養
介

護
、

生
活

介
護

、
自

立
訓

練
、

就
労

選
択

支

援
、

就
労

移
行

支
援

又
は

就
労

継
続

支
援

に
限

る
。

）
の

事
業

を
行

う
者

（
以

下

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

」
と

い
う

。
）

は
、

震
災

、
風

水
害

、
火

災
そ

の
他

の
非

常
災

害
（

以
下

「
非

常
災

害
」

と
い

う
。

）
に

備
え

る
た

め
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

周
辺

の
地

域
の

環
境

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

障
害

者
（

以
下

「
利

用

者
」

と
い

う
。

）
の

特
性

等
を

踏
ま

え
て

、
非

常
災

害
の

発
生

時
に

お
け

る
利

用
者

の
安

全
の

確
保

の
た

め
の

対
策

を
具

体
的

に
定

め
た

計
画

（
以

下
「

計
画

」
と

い

う
。

）
を
作

成
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
～

４
 
略

 

（
非

常
災

害
対

策
）

 

第
４

条
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

（
療

養
介

護
、

生
活

介
護

、
自

立
訓

練
、

就
労

選
択

支

援
、

就
労

移
行

支
援

又
は

就
労

継
続

支
援

に
限

る
。

）
の

事
業

を
行

う
者

（
以

下

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

」
と

い
う

。
）

は
、

震
災

、
風

水
害

、
火

災
そ

の
他

の
非

常
災

害
（

以
下

「
非

常
災

害
」

と
い

う
。

）
に

備
え

る
た

め
、

消
火

設
備

そ
の

他
の

非
常

災
害

に
際

し
て

必
要

な
設

備
を

設
け

る
と

と
も

に
、

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
の

周
辺

の
地

域
の

環
境

、
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

す
る

障
害

者
（

以
下

「
利

用

者
」

と
い

う
。

）
の

特
性

等
を

踏
ま

え
て

、
非

常
災

害
の

発
生

時
に

お
け

る
利

用
者

の
安

全
の

確
保

の
た

め
の

対
策

を
具

体
的

に
定

め
た

計
画

（
以

下
「

計
画

」
と

い

う
。

）
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
～

４
 

略
 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

（
業

務
）

 

第
２

条
 
相

談
所

は
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

行
う

。
 

(
1
)
a
身
体

障
害

者
福

祉
法

に
基

づ
く

市
町

村
の

援
護

の
実

施
に

関
し

、
市

町
村

相
互

間
の

連
絡

調
整

、
市

町
村

に
対

す
る

情
報

の
提

供
そ

の
他

必
要

な
援

助
を

行
う

こ

と
及

び
こ

れ
ら

に
付

随
す

る
業

務
を

行
う

こ
と

（
同

法
第

1
8
条

第
２

項
の

措
置

に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
並

び
に

同
法

第
４

条
に

規
定

す
る

身
体

障
害

者
（

以
下

「
身

体
障

害
者

」
と

い
う

。
）

に
関

す
る

相
談

及
び

指
導

の
う

ち
専

門
的

な
知

識

及
び

技
術

を
必

要
と

す
る

も
の

を
行

う
こ

と
、

身
体

障
害

者
の

医
学

的
、

心
理

学

的
及

び
職

能
的

判
定

を
行

う
こ

と
並

び
に

必
要

に
応

じ
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成
1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

）
第

５
条

第
2
6
項

に
規

定
す

る
補

装
具

の
処

方
及

び
適

合
判

定
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
～
(
4
)
 

略
 

（
業

務
）

 

第
２

条
 

相
談

所
は

、
次
に

掲
げ

る
業

務
を

行
う

。
 

(
1
)
a
身

体
障

害
者

福
祉

法
に

基
づ

く
市

町
村

の
援

護
の

実
施

に
関

し
、

市
町

村
相

互

間
の

連
絡

調
整

、
市

町
村

に
対

す
る

情
報

の
提

供
そ

の
他

必
要

な
援

助
を

行
う

こ

と
及

び
こ

れ
ら

に
付

随
す

る
業

務
を

行
う

こ
と

（
同

法
第

1
8
条

第
２

項
の

措
置

に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
並

び
に

同
法

第
４

条
に

規
定

す
る

身
体

障
害

者
（

以
下

「
身

体
障

害
者

」
と

い
う

。
）

に
関

す
る

相
談

及
び

指
導

の
う

ち
専

門
的

な
知

識

及
び

技
術

を
必

要
と

す
る

も
の

を
行

う
こ

と
、

身
体

障
害

者
の

医
学

的
、

心
理

学

的
及

び
職

能
的

判
定

を
行

う
こ

と
並

び
に

必
要

に
応

じ
障

害
者

の
日

常
生

活
及

び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成
1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

）
第

５
条

第
2
5
項

に
規

定
す

る
補

装
具

の
処

方
及

び
適

合
判

定
を

行
う

こ
と

。
 

(
2
)
～

(
4
)
 

略
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

2
8
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
県
民
の
森
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
栃
木
県
県
民
の
森
条
例
（
昭
和

4
9
年
栃
木
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
自
然
環
境
課
）

 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
（
第
６
条
の
３
関
係
）

 

キ
ャ
ン
プ
施
設
の
種
類

 
単
位

 
基
 
準

 
額

 

キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト

 
１
区
画
１
泊
に
つ
き

 
2
,
6
1
0
円

 

シ
ャ
ワ
ー

 
略

 

 
備
考

 
小
学
生
及
び
中
学
生
並
び
に
こ
れ
ら
の
引
率
者
が
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育

活
動
と
し
て
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を
利
用
す
る

場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
を
２
で
除
し
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

別
表
（
第
６
条
の
３
関
係
）

 

キ
ャ
ン
プ
施
設
の
種
類

 
単
位

 
基
 
準

 
額

 

バ
ン
ガ
ロ
ー
（
定
員
４
名
）

 
１
戸
１
泊
に
つ
き

 
1
1
,
1
0
0
円

 

高
床
式
固
定
テ
ン
ト
（
定
員
５
名
）

 
１
張
１
泊
に
つ
き

 
3
,
3
6
0
円

 

持
込
み
テ
ン
ト
用
キ
ャ
ン
プ
場

 
１
張
１
泊
に
つ
き

 
5
5
0
円

 

コ
イ
ン
式
シ
ャ
ワ
ー

 
略

 

 
備
考

 
小
学
生
及
び
中
学
生
並
び
に
こ
れ
ら
の
引
率
者
が
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育

活
動
と
し
て
キ
ャ
ン
プ
施
設
（
コ
イ
ン
式
シ
ャ
ワ
ー
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る

場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
を
２
で
除
し
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
0
0
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0
0
 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

2
8
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
県
民
の
森
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

 
栃
木
県
県
民
の
森
条
例
（
昭
和

4
9
年
栃
木
県
条
例
第
４
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 

 
 
附

 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
自
然
環
境
課
）

 
 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

別
表
（
第
６
条
の
３
関
係
）

 

キ
ャ
ン
プ
施
設
の
種
類

 
単
位

 
基
 
準

 
額

 

キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト

 
１
区
画
１
泊
に
つ
き

 
2
,
6
1
0
円

 

シ
ャ
ワ
ー

 
略

 

 
備
考

 
小
学
生
及
び
中
学
生
並
び
に
こ
れ
ら
の
引
率
者
が
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育

活
動
と
し
て
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を
利
用
す
る

場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
を
２
で
除
し
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

別
表
（
第
６
条
の
３
関
係
）

 

キ
ャ
ン
プ
施
設
の
種
類

 
単
位

 
基
 
準

 
額

 

バ
ン
ガ
ロ
ー
（
定
員
４
名
）

 
１
戸
１
泊
に
つ
き

 
1
1
,
1
0
0
円

 

高
床
式
固
定
テ
ン
ト
（
定
員
５
名
）

 
１
張
１
泊
に
つ
き

 
3
,
3
6
0
円

 

持
込
み
テ
ン
ト
用
キ
ャ
ン
プ
場

 
１
張
１
泊
に
つ
き

 
5
5
0
円

 

コ
イ
ン
式
シ
ャ
ワ
ー

 
略

 

 
備
考

 
小
学
生
及
び
中
学
生
並
び
に
こ
れ
ら
の
引
率
者
が
教
育
課
程
に
基
づ
く
教
育

活
動
と
し
て
キ
ャ
ン
プ
施
設
（
コ
イ
ン
式
シ
ャ
ワ
ー
を
除
く
。
）
を
利
用
す
る

場
合
の
利
用
料
金
の
基
準
額
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
を
２
で
除
し
て
得
た
額

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に

1
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
0
0
 
 

 
 

 
 

        
栃
木
県
条
例
第

2
9
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
3
1
年
栃
木
県
条
例
第
2
7
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

附
 
則

 

 
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
報
酬
の
額
）

 

第
２
条

 
選
挙
管
理
委
員
、
臨
時
に
選
挙
管
理
委
員
に
充
て
ら
れ
た
者
、
選
挙
長
、
選

挙
分
会
長
、
審
査
分
会
長
、
選
挙
会
及
び
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会
人
並
び
に
審
査
分

会
立
会
人
に
対
す
る
報
酬
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

(
1
)
～

(
3
)
 
略

 

(
4
)
 
選
挙
長
、
選
挙
分
会
長
及
び
審
査
分
会
長

 
日
額

1
2
,
2
0
0
円

 

(
5
)
0
選
挙
会
及
び
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会
人
並
び
に
審
査
分
会
立
会
人

 
日
額

1
0
,
1
0
0
円

 

（
報
酬
の
額
）

 

第
２
条

 
選
挙
管
理
委
員
、
臨
時
に
選
挙
管
理
委
員
に
充
て
ら
れ
た
者
、
選
挙
長
、
選

挙
分
会
長
、
審
査
分
会
長
、
選
挙
会
及
び
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会
人
並
び
に
審
査
分

会
立
会
人
に
対
す
る
報
酬
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

(
1
)
～
(
3
)
 
略

 

(
4
)
 
選
挙
長
、
選
挙
分
会
長
及
び
審
査
分
会
長

 
日
額

1
0
,
8
0
0
円

 

(
5
)
0
選
挙
会
及
び
選
挙
分
会
の
選
挙
立
会
人
並
び
に
審
査
分
会
立
会
人

 
日
額

8
,
9
0
0
円

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
栃
木
県
条
例
第

3
0
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
議
員
及
び
栃
木
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
議
会
議
員
及
び
栃
木
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
（
平
成
６
年
栃
木
県
条
例
第
2
8
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）

 

第
８
条

 
県
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払

う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
１
枚

当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚

数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
法
第

1
4
2
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
４
号
の
選
挙
の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
３
号
又
は
第
４
号
に
定
め
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の
で

あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請

に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
６

条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合

に
限
り
、
当
該
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ビ
ラ
の

作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

 

(
1
)
0
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
５
万
枚
以
下
で
あ
る
場
合

 
８
円

3
8
銭

 

(
2
)
0
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
５
万
枚
を
超
え
る
場
合

 
4
1
万

9
,
0
0
0

円
と
５
円

6
2
銭
に
そ
の
５
万
枚
を
超
え
る
枚
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金

額
を
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
１
銭
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
銭
と
す
る
。
）

 

 

（
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）

 

第
８
条

 
県
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払

う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
１
枚

当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚

数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
法
第

1
4
2
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
４
号
の
選
挙
の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
３
号
又
は
第
４
号
に
定
め
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の
で

あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請

に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
６

条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合

に
限
り
、
当
該
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ビ
ラ
の

作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

 

(
1
)
0
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
５
万
枚
以
下
で
あ
る
場
合

 
７
円

7
3
銭

 

(
2
)
0
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
５
万
枚
を
超
え
る
場
合

 
3
8
万

6
,
5
0
0

円
と
５
円

1
8
銭
に
そ
の
５
万
枚
を
超
え
る
枚
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金

額
を
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
１
銭
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
銭
と
す
る
。
）
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栃
木
県
条
例
第

3
0
号

 

 
 

 
 
栃
木
県
議
会
議
員
及
び
栃
木
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

栃
木
県
議
会
議
員
及
び
栃
木
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
（
平
成
６
年
栃
木
県
条
例
第
2
8
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

 
 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
 

 
 
正

 
 
 
後

 
改
 

 
 
正

 
 
 
前

 

（
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）

 

第
８
条

 
県
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払

う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
１
枚

当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚

数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
法
第

1
4
2
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
４
号
の
選
挙
の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
３
号
又
は
第
４
号
に
定
め
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の
で

あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請

に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
６

条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合

に
限
り
、
当
該
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ビ
ラ
の

作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

 

(
1
)
0
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
５
万
枚
以
下
で
あ
る
場
合

 
８
円

3
8
銭

 

(
2
)
0
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
５
万
枚
を
超
え
る
場
合

 
4
1
万

9
,
0
0
0

円
と
５
円

6
2
銭
に
そ
の
５
万
枚
を
超
え
る
枚
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金

額
を
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
１
銭
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
銭
と
す
る
。
）

 

 

（
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）

 

第
８
条

 
県
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払

う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
１
枚

当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚

数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
法
第

1
4
2
条
第
１
項
第
３
号
又
は
第
４
号
の
選
挙
の
区

分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
項
第
３
号
又
は
第
４
号
に
定
め
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の
で

あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請

に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
６

条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合

に
限
り
、
当
該
ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ビ
ラ
の

作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

 

(
1
)
0
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
５
万
枚
以
下
で
あ
る
場
合

 
７
円

7
3
銭

 

(
2
)
0
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
が
５
万
枚
を
超
え
る
場
合

 
3
8
万

6
,
5
0
0

円
と
５
円

1
8
銭
に
そ
の
５
万
枚
を
超
え
る
枚
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金

額
を
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
１
銭
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
銭
と
す
る
。
）

 

 

附
 
則

 

 
１

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
改
正
後
の
栃
木
県
議
会
議
員
及
び
栃
木
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

 

う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

（
市
町
村
課
）

 
 

 （
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）

 

第
1
1
条

 
県
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に

支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ポ
ス

 

タ
ー
の
１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲

示
場
の
数
に
２
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認

し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
９
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る

第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の

作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る

者
に
対
し
支
払
う
。

 

(
1
)
0
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が

5
0
0
以
下
で
あ
る
場
合

 
3
1

万
6
,
2
5
0
円
と
5
8
6
円
8
8
銭
に
当
該
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

の
合
計
金
額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金

額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
円
と
す
る
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

 

(
2
)
0
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が

5
0
0
を
超
え
る
場
合

 
6
0
万

9
,
6
9
0
円
と

3
0
円
7
3
銭
に
そ
の

5
0
0
を
超
え
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金

額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額

 

（
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）

 

第
1
1
条

 
県
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に

支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ポ
ス

 

タ
ー
の
１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲

示
場
の
数
に
２
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認

し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
９
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る

第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の

作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る

者
に
対
し
支
払
う
。

 

(
1
)
0
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が

5
0
0
以
下
で
あ
る
場
合

 
3
1

万
6
,
2
5
0
円
と
5
4
1
円
3
1
銭
に
当
該
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

の
合
計
金
額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金

額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
円
と
す
る
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

 

(
2
)
0
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が

5
0
0
を
超
え
る
場
合

 
5
8
万

6
,
9
0
5
円
と

2
8
円
3
5
銭
に
そ
の

5
0
0
を
超
え
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金

額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額
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附
 
則

 

 
１

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
改
正
後
の
栃
木
県
議
会
議
員
及
び
栃
木
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

 

う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

（
市
町
村
課
）

 
 

 （
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）

 

第
1
1
条

 
県
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に

支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ポ
ス

 

タ
ー
の
１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲

示
場
の
数
に
２
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認

し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
９
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る

第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の

作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る

者
に
対
し
支
払
う
。

 

(
1
)
0
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が

5
0
0
以
下
で
あ
る
場
合

 
3
1

万
6
,
2
5
0
円
と

5
8
6
円
8
8
銭
に
当
該
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

の
合
計
金
額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金

額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
円
と
す
る
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

 

(
2
)
0
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が

5
0
0
を
超
え
る
場
合

 
6
0
万

9
,
6
9
0
円
と
3
0
円
7
3
銭
に
そ
の

5
0
0
を
超
え
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金

額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額

 

（
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
費
負
担
額
及
び
支
払
手
続
）

 

第
1
1
条

 
県
は
、
候
補
者
（
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条

の
契
約
に
基
づ
き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に

支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ポ
ス

 

タ
ー
の
１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
超
え
る
と
き

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ポ

ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補
者
を
通
じ
て
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲

示
場
の
数
に
２
を
乗
じ
て
得
た
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認

し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
９
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る

第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の

作
成
を
業
と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る

者
に
対
し
支
払
う
。

 

(
1
)
0
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が

5
0
0
以
下
で
あ
る
場
合

 
3
1

万
6
,
2
5
0
円
と

5
4
1
円
3
1
銭
に
当
該
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

の
合
計
金
額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金

額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
円
と
す
る
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

 

(
2
)
0
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
が

5
0
0
を
超
え
る
場
合

 
5
8
万

6
,
9
0
5
円
と
2
8
円
3
5
銭
に
そ
の

5
0
0
を
超
え
る
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
金

額
を
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額

 

 


